
寄附金控除の計算イメージ 
給与収入 700万で 4人家族（夫婦、子ども 2人）のケース 
所得税の限界税率  10％ 
住民税所得割額   300,000円 
【例 1：地方公共団体へ 40,000円寄附した場合】 
適用下限額（寄附 
金控除の対象外） 

5,000円 
寄附控除対象  35,000円 

 
自己負担 

所得税の控除額 
3,500円 

住民税の 
基本控除額 

3,500円 

住民税の特例控除額 
28,000円 

 
                     特別控除額の上限 30,000円＞28,000円 
                     （住民税所得割額の 1割） 
税控除の合計額 35,000円 
自己負担額 5,000円 

 
 
 
【例２：地方公共団体へ 60,000円寄附した場合】 
適用下限額（寄附 
金控除の対象外） 

5,000円 
寄附控除対象  55,000円 

 
自己負担 

所得税の 
控除額 

5,500円 

住民税の 
基本控除額 

5,500円 

住民税の特例控除額 
30,000円 

自己負担額 
14,000円 

 
 
                     特別控除額の上限 30,000円＞44,000円 
                     （住民税所得割額の 1割） 
税控除の合計額 41,000円 
自己負担額 19,000円 

 


